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表 1（令和６年度作成分）
基本構想・基本計画等作成調【環境経済委員会】

（〔事業費〕単位：千円）

該当なし
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表 2（令和７年度作成分）

（〔事業費〕単位：千円）

番号
事業
年度

所 属 構 想 ・ 計 画 名 事業費 作成期間 目 的 方 法 及 び 事 業 効 果 等

～

～

～

～

～

　将来のし尿等の発生量の予測に基づいて、適正な規
模の事業者数や車両台数とする必要があるため、令和
元年６月の請願の趣旨も踏まえ、し尿処理事業問題対
策会議の開催や、関係事業者との協議を重ね、計画を
早急に策定する。

Ｒ８.３

　本市を取り巻く環境は絶えず変化しており、交流
人口の拡大に向けて、その進むべき基本的な方向性
を多角的な見地から検討し、観光及びＭＩＣＥの振
興に関する観光・ＭＩＣＥ戦略を策定する。

Ｒ８.３

　し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を安定的に継続
させるため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理
業等の合理化に関する特別措置法に基づいて、合理
化事業計画を策定する。

　中心市街地における都市機能の増進及び経済活力
の向上を総合的かつ一体的に推進するため、令和８
年度から５年間の第３期基本計画を策定する。

　中心市街地活性化協議会における学識者や関係団体
等の意見やパブリックコメントによる意見、国との協
議の結果等を踏まえながら、国が定める申請マニュア
ルに基づき策定する。
　中心市街地の活性化に関する法律に基づく法律・税
制上の特例や補助事業等の支援措置を有効に活用しな
がら事業を進めることで、中心市街地の活性化を推進
することが可能となる。

５ Ｒ７
文化観光部
観光政策課

長崎市観光・Ｍ
ＩＣＥ戦略

2,568

Ｒ７.４

Ｒ７.12

２ Ｒ７
環境部
資源循環課

長崎市合理化事
業計画
(合特法関係）

0
Ｒ元.７

基本構想・基本計画等作成調【環境経済委員会】

１ Ｒ７
環境部
環境政策課

長崎市第三次環
境基本計画改訂

877
Ｒ７.４

　環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画
的に進めることを目的に令和３年度に策定した長崎
市第三次環境基本計画（計画期間：令和４～令和12
年度）が策定から４年経過することから計画期間の
中間年度として計画の改訂を行う。

　これまで４年間の取組みを検証し、現状の変化や今
後の課題等を踏まえ、市民及び学識経験者等で構成さ
れる環境審議会において審議を行うとともに、パブ
リックコメントを実施し、広く市民の意見を聞き見直
しを行う。

３ Ｒ７
経済産業部
産業雇用政
策課

第六次長崎市経
済成長戦略

5,000

Ｒ７.４

　地域経済の成長戦略として長崎市全体としてのめ
ざすべき方向性や基本方針を示したうえで、その実
現に向けて長崎市において特に重点的に取り組む分
野や施策を示すことを目的として令和３年度に策定
した第五次長崎市経済成長戦略が令和７年度に終期
を迎えることから、令和８年度から令和12年度まで
を対象期間とする次期成長戦略を策定する。

　長崎市経済活性化審議会において、学識経験者及び
その他関係団体等から幅広く意見を聴取し、パブリッ
クコメントの実施を経て策定する。
　本市の持続的な経済成長の方向性を示し、地域経済
の活性化を図る。

Ｒ８.３

　策定に際しては、観光等に関する専門的な知見を有
する者を招聘し、審議会を開催する。
　本市が目指す「21世紀の交流都市」に向けて、国内
外の観光客のほか、ＭＩＣＥなどに係る来訪客を含
め、まち全体で受け入れ、利益を享受するため、ＤＭ
Ｏをはじめとする「民」と本市とが官民共有する方向
性やそれを達成するための基本的な施策を示すこと
で、官民一体となって観光を発展させる。

Ｒ８.３

４ Ｒ７
経済産業部
商業振興課

長崎市中心市街
地活性化基本計
画
（第３期）

0

Ｒ７.４
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表 2（令和７年度作成分）

（〔事業費〕単位：千円）

番号
事業
年度

所 属 構 想 ・ 計 画 名 事業費 作成期間 目 的 方 法 及 び 事 業 効 果 等

基本構想・基本計画等作成調【環境経済委員会】

～６ Ｒ７
文化観光部
世界遺産室

史跡高島炭鉱跡
整備基本計画

23,292

Ｒ６.４ 　平成30年から30年間を計画期間とし、10年ごとに
見直すこととしていた、史跡高島炭鉱跡（端島炭
坑、高島北渓井坑、中ノ島炭坑）を対象とする史跡
高島炭鉱跡整備基本計画を改定する。

　端島炭坑については、護岸遺構や生産施設遺構の劣
化状況や工法検討等の結果を踏まえ整備方法や整備順
序等を見直し、高島北渓井坑と中ノ島炭坑について
は、平成30年以降に行った整備事業の進捗状況等を計
画に反映させる。また、本市の附属機関の高島炭鉱整
備活用委員会において、学識経験者、内閣官房、文化
庁、長崎県、土木・建築の専門家の意見を聴取する。

Ｒ８.３
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